
診療情報の提供および個人情報の保護に関するお知らせ 
 
当院は、患者様への説明と納得に基づく診療（インフォームド・コンセント）および

個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。 
   

 
◆ご自身の病状や治療について質問や不安がおありになる場合は、遠慮なく、直接、担当医師 

または看護師に質問し、説明を受けてください。この場合は特別の手続きは必要ありません。 

  

 
◆ご自身の診療記録の閲覧や謄写をご希望の場合は、遠慮なく「総合案内」に開示をお申し出 

ください。開示・謄写には実費をご負担いただきます。ご了承ください。 

項 目 料 金 （10％税込） 
診
療
情
報
開
示 

① 申請基本料（手数料） 5,500円/回 

② 閲覧 無料 

③ 要約書 5,500円/回 

④ 診療記録謄写・プリント 44円/枚/片面 

⑤ 画像記録等謄写・プリント 1,100円/枚 

⑥ 医師立会い（口頭）説明 5,500円/時間 

 

 
◆個人情報とは、氏名・住所等の特定の個人を同定できる情報を言えます。 

◆当院が保有する個人情報（診療記録等）が事実と異なるとお考えになる場合は、内容の訂正・ 

利用停止を求めることができます。担当窓口にお申し出ください。調査の上、対応いたします。 

 

 
◆個人情報は以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用いたしません。 

◆診療のために利用する他、施設運営、教育・研修、行政命令の遵守、他の医療・介護・福祉施

設との連携等のために、個人情報を利用することがあります。また、外部機関による評価、学

会や版物等で個人名が特定されない形で報告することがあります。詳細は別紙に記載します。 

◆当院は、研修・養成の目的で、研修医および医療専門職の学生等が、診療、看護、処置などに 

同席する場合があります。 

 

 
◆治療、外来予約（診察・検査・処置・指導等）や入院予定の変更、療養給付・保険証等の確認

等、緊急性を認めた内容について、患者様ご本人に連絡する場合があります。 

ただし、事前に各科外来窓口または受付までお申し出があった場合は、連絡致しません。 

◆外来等での呼び出し時に氏名の呼び出し（呼名）を望まない場合には、お申し出ください。 

ただし、事故防止・安全確保のために、呼名する場合があります。 

◆一度出されたご希望を、いつでも変更することが可能です。お気軽にお申し出ください。 

 

 
◆ご質問やご相談は、各部署責任者または個人情報保護相談窓口として１階患者相談窓口を 

ご利用ください。               座間総合病院 病院長 2025年 4月 1日 

診療情報の提供 
 

診療情報の開示 

個人情報の内容訂正・利用停止 

個人情報の利用目的 

ご希望の確認と変更 

相談窓口 



  
≪別紙：通常の業務で想定される個人情報の使用にあたって》 
 

【患者様等への医療の提供に必要な使用について】 
〔当院での使用〕 

  ・当院で患者様等（検診・健診を含む）に提供する医療 

  ・医療保険事務 

  ・患者様に係る管理運営業務のうち、 

   －会計・経理 

   －質向上・安全確保・医療事故あるいは未然防止等の分析・報告 

   －患者様等への医療サービスの向上 

 

 〔他の事業所等への情報提供〕 

  ・当院が患者様等に提供する医療のうち、 

   －他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業所等との連携 

   －他の医療機関等からの照会への回答 

   －患者様等の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

   －検体検査業務の委託・その他の業務委託 

   －家族等への病状説明 

  ・医療保険事務のうち、 

   －保険事務の委託 

   －審査支払機関又は保険者へのレセプトの提出 

   －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

  ・事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知 

  ・医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門団体、保険会社等への相談又は届出等 

  ・第三者機関への質向上・安全確保・医療事故対応・未然防止等の為の報告 
 

【上記以外の使用について】 
 〔当院での使用〕 

  ・医療機関等の管理運営業務のうち、 

   －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

   －医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・診療放射線技師・理学療法士・栄養士・医療事務等の 

学生実習への協力 

   －医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・診療放射線技師・理学療法士・栄養士等の教育・研修 

   －症例検討・研究および臨床病理検討会等の検討 

   －研究、治験および市販後臨床試験の場合。関係する法令、指針に従い進める。 

   －治療経過および予後調査、満足度調査や業務改善のためのアンケート調査 

 

〔学会・医学雑誌等への発表〕 

   －特定の患者・利用者・関係者の症例や事例の学会、研究会、学会誌等での報告は、氏名・ 

生年月日・住所等を消去することで匿名化する。匿名化困難な場合は、本人の同意を得る。 

 

〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕 

  ・当院の管理運営業務のうち、 

   －外部監査機関への情報提供 

   －当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との 

連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

 
2025年 4月 1日 

座間総合病院 病院長 



 



  

2025 年 12 月 01 日作成 

大腿骨近位部骨折の治療を受けられる患者様へ 

「日本における大腿骨近位部骨折の適正治療を目指した 

データベースの作成」研究実施について 

 

研究機関 座間総合病院 整形外科  

研究責任者 黒田 晃義 （整形外科部長）  

研究分担者 整形外科在職医師  

      特定非営利活動法人日本脆弱性骨折ネットワーク 荒井 秀典（理事） 

 

 

大腿骨近位部骨折の保険診療では、厚生労働省が『関係学会等と連携の上、手術適応などの

治療方針の決定及び術後の管理などを行っていること』を求めています。 

この『関係学会等と連携』とは、令和 4 年 3 月 31 日の事務連絡で『日本脆弱性骨折ネット

ワークのレジストリーに症例を登録することを指す』と明記されています。そこで座間総合

病院整形外科もこのプロジェクトに参加し、大腿骨近位部骨折の患者さんの診療情報をデ

ータベースに登録します。 

この研究を実施することによる患者さんへの新たな負担は一切ありません。また患者さん

のプライバシーの保護については法令等を遵守します。 

患者さんの情報の登録について、ご了承いただけない場合は、担当医師あるいは座間総合病

院医事課書類チームにご連絡いただくか、あるいは撤回申請書を当院総合案内窓口に提出

して下さい。 

 

1．研究の目的及び意義 

この研究の目的は、大腿骨近位部骨折の治療経過に関する大規模データベースを作り 

上げることです。「骨折」は介護を要する原因となることもあり、高齢化が進行するな 

か脆弱性骨折（骨が弱くなり軽微な外力で発生する骨折）への対策が求められています。 

大腿骨近位部骨折の治療に関する全国規模のデータベースを作り上げ、地域、病院間、 

さらに国際的な比較を行い、我が国の治療の特色や課題について検討を行うことは、こ 

の骨折治療の有効な治療法や二次骨折予防対策を科学的に確立するために大変有用で 

す。 

座間総合病院整形外科は、日本脆弱性骨折ネットワークが作りあげるこの大規模デー 

タベースに参加・協力し、より良い治療を探って参ります。 



 

2．研究の方法 

1）研究実施期間 

2022 年 7 月 1 日以降 

 

2）研究対象者 

上記期間内に座間病院整形外科で大腿骨近位部骨折の治療を受けられた方を対象とし 

ます。 

 

3）研究方法 

インターネット上のデータベースに下記の情報を登録します。 

下記の情報は、当院に通院中の方は診療録等から収集しますが、すでに通院を終了され 

ている場合には、当院の担当者より患者様、ご家族様に問い合わせをさせていただく場 

合がございますので、何卒ご理解いただけますようお願いいたします。  

 

4）使用する資料・情報 

◇研究に使用する試料：無し 

◇研究に使用する情報 

‣患者基本情報：（匿名化のため新たに作成した）患者番号、性別、受傷時年齢 

‣受傷前情報：住居（自宅、施設など）、歩行状況 

‣受傷時情報：受傷日時、骨折側、骨折のタイプ、病的骨折有無、認知機能、 

骨粗鬆症治療 

‣入退院時情報：受診日時、治療法、全身状態分類（ASA-grade）、手術の日時、麻酔、 

併存症・合併症（褥瘡、肺梗塞、内科治療）、入院期間、退院先、 

退院日時、骨粗鬆症治療、予後 

‣入院日から 30 日目、120 日目、365 日目の情報：予後、歩行状況、再入院の有無、 

再手術の有無と種類、住居、骨粗鬆症治療 

 

これらの情報は、患者さん個人が特定できないように、完全に匿名化されて日本脆弱性骨 

折ネットワークのデータセンターへ提出されます。 

 

 

 

3．情報の保存 

登録されたデータはデータセンター（日本脆弱性骨折ネットワーク）の責任下に保存さ 

れます。保存期間は本研究終了（あるいは中止）後５年間とします。 



 

4．研究成果の取扱い  

ご提供いただいた情報は、患者さんの個人情報がわからないようにした上で、診療報酬 

改訂に向けた実態調査などの政策対応や学術論文公表などに日本脆弱性骨折ネットワ 

ークが用います。結果の公表については、日本脆弱性骨折ネットワークのホームページ

などで公開します。 （https://ffn.or.jp/about/） 

 

 

5．情報の二次利用について 

本研究で収集された情報を、他の目的の研究に使用する際には、新たな研究計画書を作 

成し、倫理審査委員会での審査で承認を得てからインフォームド・コンセントの範囲で 

提供を行います。その場合も提供されるデータは、データセンターに登録・保管されて 

いる情報で、研究に参加して下さった患者さんの個人を特定できる情報は含まれてい 

ません。 

 

 

6．研究の資金源、研究機関及び個人の研究に係る利益相反  

本研究の資金は日本脆弱性骨折ネットワークの資金を利用します。  

この研究に関わる当施設のすべての関係者は、当施設の利益相反行為防止規則に則り、 

本研究を適正かつ円滑に遂行します。 

 

 

7．問い合わせ・連絡先  

この研究についてご質問等ございましたら、下記の連絡先までお問い合わせ下さい。 

また、患者様の情報が研究に使用されることについてご了承いただけない場合には研 

究対象とはしませんので、担当医あるいは下記にお申し出いただくか、あるいは撤回書 

を当院総合案内窓口に提出して下さい。 

その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。 

なお、お申し出が既に解析を開始 結果公表等の後になった場合では当該措置を講じる 

ことが困難な場合もございますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 

連絡先：座間総合病院 整形外科 黒田晃義医師もしくは医事課医事課書類 諏江・碓井 

（046-251-1311（代表））（平日：9 時～17 時） 

 

 

 



 

8．研究組織  

座間総合病院 整形外科  

〒252-0011 神奈川県座間市相武台 1-50-1  

Tel．046-251-1311（代表）  

 

特定非営利活動法人 日本脆弱性骨折ネットワーク 

日本脆弱性骨折ネットワーク事務局  

〒950−3304 新潟県新潟市北区木崎 761 番地 

 

研究責任者  

理事・荒井秀典 ：国立研究開発法人国立長寿医療研究センター理事長 

 

研究分担者  

理事長・澤口毅 ：新百合ヶ丘総合病院外傷再建センター骨盤・関節再建部長 

福島県立医科大学外傷学講座 教授 

 

監事 

松下 隆  ：南東北グループ外傷統括部長・新百合ヶ丘総合病院外傷再建センター長 

福島県立医科大学外傷学講座 特任教授 

理事 

山本 智章 ： 新潟リハビリテーション病院 病院長 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座間総合病院   



 

 

当院は医師の協力型臨床研修病院 

（厚生労働省認可）となっております。 

 

院内の教育スタッフによる指導・監督・事後

のチェックを前提条件に研修医が診療にあ

たっております。 

 

今後の医療を担う研修医の臨床研修に 

何卒ご理解・ご協力をお願い申し上げます。 
 

  

 

 

社会医療法人 ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾗｲｱﾝｽ 

座間総合病院 病院長 
2025 年 4 月 1 日 

 

 

臨床研修に対する 

ご理解とご協力のお願い 


